
●秋田駅前で起業イベントや
気軽な相談ができる貴重な場
所。Wi-Fiや電源など設備が
充実しており、打合せだけでな

くイベント開催時も非常に使いやすくて便利です。学
生起業支援の催しも多いので、今後も情報収集や挑
戦の拠点として積極的に活用したいです。

（男性・20代）

●駅前からのアクセスが良く、出先からでも立ち寄っ
て集中して仕事ができます。インキュベーションマネー

ジャーへの進捗共有や、先輩起業家との交流を通じ
て、事業へのモチベーションを高めています。
� （女性・30代）

●以前、チャレンジオフィスあきたで開催されたイベン
トに参加したことがあり、秋田駅前で起業に関する打
合せのときには無料で起業家交流室が利用できるこ
とを知っていました。ビルの7階にあるので知る人ぞ
知るスポットになっているようですが、フリーWi-Fiも
利用可なのでオススメです。
� （男性・30代）

オンとオフ。どちらも

妥協しない、欲張りに生きる 

秋田市は、首都圏へのアクセスの良さからリモート
ワーク移住者も増え、リモートワークができる施設も
充実しています。秋田市内にあるシェアオフィスとコ
ワーキングスペースをご紹介します。全ての施設で
Wi-Fiが無料で利用できます。

チャレンジオフィスあきたは、起業家交流室、コワーキングス
ペース、創業支援室、会議室、面談室を備えた施設。インキュ
ベーションマネージャーが常駐し起業の支援も。入居には審査
があります。 

秋田市中通二丁目2番32号
山二ビル7階
« 018-827-5868

チャレンジオフィスあきた

利用者の声

テレワーク　場所を選ばない働き方
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テレワークによる移住を
全力サポート！

Atelier AL☆VE

秋田駅直結徒歩3分。秋田市中心部に位置し、県内
外からのアクセスが容易なリモートオフィス。通信
環境は超高速大容量かつ高セキュリティのローカ
ル５Gを完備。

テレワークを利用する移住者と企業に対して、さまざまな支援を
実施しております。是非チェックしてご活用ください。　
� ※令和8年度時点

5.申請手続き・提出書類等

申請手続き・提出書類等については、こちら（“秋田暮らし”はじめ
の一歩）からご覧ください。

1.支援メニュー・交付額・補助率

秋田市サテライトオフィス一覧

シェアオフィス mag 
コワーキングスペース

チャレンジオフィスあきた 
コワーキングスペース

リージャス秋田駅前ビジネスセンター 
コワーキングスペース

ヤマキウ南倉庫 
コワーキングスペース

GALLERIA大町 
シェアオフィス

Atelier AL☆VE 
コワーキングスペース

Atelier ALVE Ⅱ 
レンタルオフィス

Atle DELTA 
コワーキングスペース

ACTIVE!スペース 
コワーキングスペース

秋田市東通仲町4-1
秋田拠点センターアルヴェ2階
アルヴェシアター併設 
« 018-837-7488

秋田県人口戦略部　移住・定住促進課
« 018-860-1234　  iju@pref.akita.lg.jp　

これらの支援を受けるためには、移住前に手続きが必要です。
お気軽にお問い合わせください。

東京圏から秋田市に移住し、リモートワークで移住元の業務を引き続き行う方
向けの補助金については、東京圏移住支援補助金参照 P32

（1）�社員等の移住に
対する支援

 ●リモートワーク支援金
　 移住後3年間で最大220万円
      （補助率1／2、一部1／4）

（2）�企業等の取組に
対する支援

●リモートワーク移住体験支援金
　最大60万円（補助率2／3）

2.主な要件

（1）リモートワーク
      支援金

リモートワーク移住を行う社員等が、移
住前から従事している県外事業所等に関
する業務を、移住後もリモートワークで
継続していること。

（2）リモートワーク
      移住体験
　  支援金

�リモートワーク移住の試行を実施する企
業等が、パートナー企業（県との連携を図
り、社員等のリモートワーク移住に関す
る社内検討や試行的な取組を推進する
企業として一定の条件を満たす、県外に
本店を置く法人企業等）として認定を受
けていること。
※�パートナー企業認定申請の新規受付は
   令和8年3月31日で終了しました。

4.申請時期

（1）リモートワーク
      支援金

リモートワーク移住による県内市町村へ
の住民登録後、対象年度の翌年1月末日
までに申請ください。
※移住前に「A→KITA登録」が必要です。
※�移住前に支払い・決済をした経費は補助対象外

です（初年度の住宅賃貸契約諸費、家賃を除く）。
※�2年度目・3年度目の方でも改めて全ての申請書

類の提出が必要です。

（2）リモートワーク
      移住体験
　  支援金

�申請書は原則として、秋田県への訪問日
の10営業日（土日祝日を除いて10日）前
までに県へ到達することが必要です。
※�交付決定前に支払い・決済をした経費は補助対

象外です。
※�（1）（2）ともに予算額に達しましたら、年度途中

でも事業を終了します。

3.対象経費

詳しくは、こちらから
◀

24


